
安全保障法制の丁寧かつ十分な審議を求める意見書 
 
 政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈を前提として、武力攻撃事

態法、PKO法などの改正を行う平和安全法制整備法案と、他国の軍隊等に対す
る協力支援活動等に関する新法である国際平和支援法案を提出した。 
 戦後７０年間、平和憲法の下で、我が国が貫いてきた海外で武力行使をしな

いという原則を大きく転換しようとしていることから、国民への丁寧な説明や

国会での徹底した審議が求められる。 
 平和安全法制整備法案では、昨年７月に閣議決定された、武力行使に関する

「新三要件」に基づき、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発

生した場合にも、自衛隊の出動を認めているが、国際平和のために活動する他

国の軍隊等への後方支援活動等について、自衛隊が活動できる地域が拡大され、

武力行使の一体化につながりかねないという懸念の声もある。 
 政府には、憲法の平和主義、専守防衛の原則を堅持した上で、国民の生命及

び財産並びに我が国の領土、領海及び領空を確実に守る観点から安全保障政策

を構築する責任がある。 
 以上のことから、政府に対し、これらの法案に関する国民の疑問や不安を真

摯に受け止め、国民への丁寧な説明を行うとともに、延長した今国会において

丁寧かつ十分な審議を行うよう要請する。 
 
以上のとおり、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 
   
平成２７年６月２５日 

                          平 塚 市 議 会 


